
墨田区手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和３年６月２３日 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区条例第１４号 



   墨田区手数料条例の一部を改正する条例 

 墨田区手数料条例（平成１２年墨田区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表 ３建築・都市計画・土木関係の部６６の項中 

 

   

   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの ２６，０

００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以 

    内のもの ８０，

    ０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの １

２６，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

１６０，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ２

００，０００円 

 

 

を 

 

   

   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

１，０００平方

メートル以内の

もの １６，０

００円 

 

「 

」 

「 



   (ウ) １，０００平

方メートルを超

え、２，０００

平方メートル以 

    内のもの ２６，

    ０００円 

   (エ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以 

    内のもの ８０，

    ０００円 

   (オ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの １

２６，０００円 

   (カ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

１６０，０００

円 

   (キ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ２

００，０００円 
 

に、 

 

 

   

  イ ３００平方メー

トルを超え、２，

０００平方メート

ル以内のもの ２

６，０００円 

  ウ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ８０，０００円 

  エ ５，０００平方

 

「 



メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １２６，００

０円 

  オ １０，０００平 

   方メートルを超え、

   ２５，０００平方

メートル以内のも

の １６０，００

０円 

  カ ２５，０００平

方メートルを超え

るもの ２００，

０００円      
 

を 

 

   

  イ ３００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの １

６，０００円 

  ウ １，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ２６，０００円 

  エ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ８０，０００円 

  オ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １２６，００

０円 

  カ １０，０００平 

   方メートルを超え、

   ２５，０００平方

メートル以内のも

の １６０，００

 

」 

「 



０円 

  キ ２５，０００平

方メートルを超え

るもの ２００，

０００円      
 

に改め、同部６７の項中 

 

   

   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの １８０，

０００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの ２８

０，０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ３

５９，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

４２９，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ５

００，０００円 

 

 

を 

 

   
   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

１，０００平方
 

」 

「 

」 

「 



メートル以内の

もの １３８，

０００円 

   (ウ) １，０００平

方メートルを超

え、２，０００

平方メートル以

内のもの １８

０，０００円 

   (エ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの ２８

０，０００円 

   (オ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ３

５９，０００円 

   (カ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

４２９，０００

円 

   (キ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ５

００，０００円 
 

に、 

 

   

   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの ３８４，

０００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

 

」 

「 



平方メートル以

内のもの ５４

６，０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ６

７０，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

７８９，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ９

００，０００円 
 

を 

 

   

   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

１，０００平方

メートル以内の

もの ３００，

０００円 

   (ウ) １，０００平

方メートルを超

え、２，０００

平方メートル以

内のもの ３８

４，０００円 

   (エ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの ５４

６，０００円 

   (オ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

 

」 

「 



０平方メートル

以内のもの ６

７０，０００円 

   (カ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

７８９，０００

円 

   (キ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ９

００，０００円 
 

に、 

 

   

  イ ３００平方メー

トルを超え、２，

０００平方メート

ル以内のもの ３

８４，０００円 

  ウ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ５４６，０００

円 

  エ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ６７０，００

０円 

  オ １０，０００平 

   方メートルを超え、

   ２５，０００平方

メートル以内のも

の ７８９，００

０円 

  カ ２５，０００平

方メートルを超え

るもの ９００，

０００円 

 

     

」 

「 

」 



 

を 

 

   

  イ ３００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの ３

００，０００円 

  ウ １，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ３８４，０００

円 

  エ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ５４６，０００

円 

  オ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ６７０，００

０円 

  カ １０，０００平 

   方メートルを超え、

   ２５，０００平方

メートル以内のも

の ７８９，００

０円 

  キ ２５，０００平

方メートルを超え

るもの ９００，

０００円 

 

     
 

に改め、同部６８の項中 

 

   

   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの １８，０

 

「 

」 

「 

」 



００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以 

    内のもの ５６，

    ０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ８

８，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

１１２，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの １

４０，０００円 
 

を 

 

   

   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

１，０００平方

メートル以内の

もの １１，０

００円 

   (ウ) １，０００平

方メートルを超

え、２，０００

平方メートル以 

    内のもの １８，

    ０００円 

   (エ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以 

    内のもの ５６，

 

」 

「 



    ０００円 

   (オ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ８

８，０００円 

   (カ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

１１２，０００

円 

   (キ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの １

４０，０００円 
 

に、 

 

   

  イ ３００平方メー

トルを超え、２，

０００平方メート

ル以内のもの １

８，０００円 

  ウ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ５６，０００円 

  エ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ８８，０００

円 

  オ １０，０００平 

   方メートルを超え、

   ２５，０００平方

メートル以内のも

の １１２，００

０円 

  カ ２５，０００平

 

「 

」 

」 



方メートルを超え

るもの １４０，

０００円      
 

を 

 

   

  イ ３００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの １

１，０００円 

  ウ １，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

    １８，０００円 

  エ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ５６，０００円 

  オ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ８８，０００

円 

  カ １０，０００平 

   方メートルを超え、

   ２５，０００平方

メートル以内のも

の １１２，００

０円 

  キ ２５，０００平

方メートルを超え

るもの １４０，

０００円 

 

     
 

に改め、同部６９の項中 

 

   
   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方
 

「 

」 

「 

」 



メートル以内の

もの ９６，０

００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの １５

６，０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ２

０５，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

２４７，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ２

９０，０００円 

を 

 

   

   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

１，０００平方

メートル以内の

もの ７２，０

００円 

   (ウ) １，０００平

方メートルを超

え、２，０００

平方メートル以 

    内のもの ９６，

    ０００円 

   (エ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

 

「 



内のもの １５

６，０００円 

   (オ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ２

０５，０００円 

   (カ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

２４７，０００

円 

   (キ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ２

９０，０００円 
 

に、 

 

   

   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの １９８，

０００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの ２９

０，０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ３

６１，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

 

「 

」 



ル以内のもの 

４２７，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ４

９１，０００円 
 

を 

 

   

   (イ) ３００平方メ

ートルを超え、

１，０００平方

メートル以内の

もの １５４，

０００円 

   (ウ) １，０００平

方メートルを超

え、２，０００

平方メートル以

内のもの １９

８，０００円 

   (エ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの ２９

０，０００円 

   (オ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ３

６１，０００円 

   (カ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

４２７，０００

円 

   (キ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ４

 

」 

「 



９１，０００円 
 

に、 

 

   

  イ ３００平方メー

トルを超え、２，

０００平方メート

ル以内のもの １

９８，０００円 

  ウ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ２９０，０００

円 

  エ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ３６１，００

０円 

  オ １０，０００平 

   方メートルを超え、

   ２５，０００平方

メートル以内のも

の ４２７，００

０円 

  カ ２５，０００平

方メートルを超え

るもの ４９１，

０００円 

 

     
 

を 

 

   

  イ ３００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの １

５４，０００円 

  ウ １，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

 

」 

「 

」 

「 



    １９８，０００

円 

  エ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ２９０，０００

円 

  オ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ３６１，００

０円 

  カ １０，０００平 

   方メートルを超え、

   ２５，０００平方

メートル以内のも

の ４２７，００

０円 

  キ ２５，０００平

方メートルを超え

るもの ４９１，

０００円      
 

に改め、同部７０の項中 

 

   

 ア ３００平方メート

ル以上２，０００平

方メートル未満のも

の ２７，１００円 

 イ ２，０００平方メ

ートル以上５，００

０平方メートル未満

のもの ８０，４０

０円 

 ウ ５，０００平方メ

ートル以上１０，０

００平方メートル未

満のもの １２８，

０００円 

 エ １０，０００平方

メートル以上２５，

０００平方メートル 

 

「 



  未満のもの １６１，

  ０００円 

 オ ２５，０００平方

メートル以上のもの 

   ２０１，０００円 
 

を 

 

   

 ア ３００平方メート

ル以上１，０００平

方メートル未満のも

の １６，７００円 

 イ １，０００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの ２７，１０

０円 

 ウ ２，０００平方メ

ートル以上５，００

０平方メートル未満

のもの ８０，４０

０円 

 エ ５，０００平方メ

ートル以上１０，０

００平方メートル未

満のもの １２８，

０００円 

 オ １０，０００平方

メートル以上２５，

０００平方メートル 

  未満のもの １６１，

  ０００円 

 カ ２５，０００平方

メートル以上のもの 

   ２０１，０００円 

 

 

に、「。以下この項及び７７の項において」を「。以下」に、「（以下この項及び７

７の項」を「（以下この項及び７３の項」に改め、「及び省令第１０条第１号イ⑴の

屋内周囲空間の年間熱負荷（以下この項において「屋内周囲空間の年間熱負荷」とい

う。）の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物」を削り、「以下

次項、７３の項、７５の項」を「次項、７７の項」に、 

」 

「 

」 

「 



 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上２，００

０平方メートル未 

   満のもの １４５，

   ７００円 

  (イ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの ２

３５，７００円 

  (ウ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ３

０９，０００円 

  (エ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ３７１，０００

円 

  (オ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ４３５，０

００円 

 

 

を 

 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上１，００

０平方メートル未 

   満のもの １１０，

   ７００円 

  (イ) １，０００平方

メートル以上２，

０００平方メート

ル未満のもの １

４５，７００円 

  (ウ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの ２

３５，７００円 

 

」 

「 



  (エ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ３

０９，０００円 

  (オ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ３７１，０００

円 

  (カ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ４３５，０

００円 
 

に改め、「及び屋内周囲空間の年間熱負荷」を削り、 

 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上２，００

０平方メートル未 

   満のもの ３６７，

   １００円 

  (イ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの ５

２３，７００円 

  (ウ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ６

４６，０００円 

  (エ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ７６３，０００

円 

  (オ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ８７１，０

００円 

 

     
 

」 

「 

」 



を 

 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上１，００

０平方メートル未 

   満のもの ２８４，

   ４００円 

  (イ) １，０００平方

メートル以上２，

０００平方メート

ル未満のもの ３

６７，１００円 

  (ウ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの ５

２３，７００円 

  (エ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ６

４６，０００円 

  (オ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ７６３，０００

円 

  (カ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ８７１，０

００円 

 

     
に改め、同部７１の項中 

 

   

 ア ３００平方メート

ル以上２，０００平

方メートル未満のも

の １９，１００円 

 イ ２，０００平方メ

ートル以上５，００

０平方メートル未満

のもの ５６，４０

０円 

 

「 

」 

「 



 ウ ５，０００平方メ

ートル以上１０，０

００平方メートル未

満のもの ９０，０

００円 

 エ １０，０００平方

メートル以上２５，

０００平方メートル 

  未満のもの １１３，

  ０００円 

 オ ２５，０００平方

メートル以上のもの 

   １４１，０００円 
 

を 

 

   

 ア ３００平方メート

ル以上１，０００平

方メートル未満のも

の １１，８００円 

 イ １，０００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの １９，１０

０円 

 ウ ２，０００平方メ

ートル以上５，００

０平方メートル未満

のもの ５６，４０

０円 

 エ ５，０００平方メ

ートル以上１０，０

００平方メートル未

満のもの ９０，０

００円 

 オ １０，０００平方

メートル以上２５，

０００平方メートル 

  未満のもの １１３，

  ０００円 

 カ ２５，０００平方

メートル以上のもの 

   １４１，０００円 

 

 

「 

」 



に、 

 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上２，００

０平方メートル未 

   満のもの １０２，

   １００円 

  (イ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの １

６５，１００円 

  (ウ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ２

１６，０００円 

  (エ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ２６０，０００

円 

  (オ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ３０５，０

００円 

 

 

を 

 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上１，００

０平方メートル未 

   満のもの ７７，

６００円 

  (イ) １，０００平方

メートル以上２，

０００平方メート

ル未満のもの １

０２，１００円 

  (ウ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

 

「 

」 

「 



ル未満のもの １

６５，１００円 

  (エ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ２

１６，０００円 

  (オ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ２６０，０００

円 

  (カ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ３０５，０

００円 
 

に、 

 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上２，００

０平方メートル未 

   満のもの ２５７，

   １００円 

  (イ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの ３

６６，７００円 

  (ウ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ４

５３，０００円 

  (エ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ５３５，０００

円 

  (オ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ６１０，０

 

」 

「 



００円      
 

を 

 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上１，００

０平方メートル未 

   満のもの １９９，

   ２００円 

  (イ) １，０００平方

メートル以上２，

０００平方メート

ル未満のもの ２

５７，１００円 

  (ウ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの ３

６６，７００円 

  (エ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ４

５３，０００円 

  (オ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ５３５，０００

円 

  (カ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ６１０，０

００円 

 

     
 

に改め、同部７２の項中「第３０条第１項」を「第３５条第１項」に、「第３０条第

２項」を「第３５条第２項」に、 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上２，

０００平方メー

トル未満のもの 

     ２７，１００ 

 

」 

「 

」 

「 



    円 

   ｃ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ８０，４

００円 

   ｄ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの １２８，

    ０００円 

   ｅ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの １６

１，０００円 

   ｆ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ２０

１，０００円      
 

を 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上１，

０００平方メー

トル未満のもの 

     １６，７００

円 

   ｃ １，０００平

方メートル以上

２，０００平方

メートル未満の

もの ２７，１

００円 

   ｄ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ８０，４

００円 

 

「 



   ｅ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの １２８，

    ０００円 

   ｆ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの １６

１，０００円 

   ｇ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ２０

１，０００円      
 

に改め、同部７３の項中「第３０条第１項」を「第３５条第１項」に、「第３０条第

２項」を「第３５条第２項」に改め、「モデル建物法」の次に「（一次エネルギー消

費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第１０条第１号イ⑴の屋内周囲空間

の年間熱負荷（以下この項において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。）の算出

に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。

７５の項において同じ。）」を加え、 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上２，

０００平方メー

トル未満のもの 

     １４５，７０

０円 

   ｃ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ２３５，

７００円 

   ｄ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ３０９，

 

」 

「 



    ０００円 

   ｅ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの ３７

１，０００円 

   ｆ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ４３

５，０００円 
 

を 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上１，

０００平方メー

トル未満のもの 

     １１０，７０

０円 

   ｃ １，０００平

方メートル以上

２，０００平方

メートル未満の

もの １４５，

７００円 

   ｄ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ２３５，

７００円 

   ｅ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ３０９，

    ０００円 

   ｆ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの ３７

１，０００円 

 

」 

「 



   ｇ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ４３

５，０００円 
 

に改め、「標準入力法等」の次に「（実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネ

ルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。７５の項

において同じ。）」を加え、 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上２，

０００平方メー

トル未満のもの 

     ３６７，１０

０円 

   ｃ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ５２３，

７００円 

   ｄ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ６４６，

    ０００円 

   ｅ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの ７６

３，０００円 

   ｆ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ８７

１，０００円 

 

     
 

を 

 

      ｂ ３００平方メ

ートル以上１，  

」 

「 

」 

「 



０００平方メー

トル未満のもの 

     ２８４，４０

０円 

   ｃ １，０００平

方メートル以上

２，０００平方

メートル未満の

もの ３６７，

１００円 

   ｄ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ５２３，

７００円 

   ｅ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ６４６，

    ０００円 

   ｆ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの ７６

３，０００円 

   ｇ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ８７

１，０００円      
 

に改め、同部第７４の項中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に、「第３１条

第２項」を「第３６条第２項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に、 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上２，

０００平方メー

トル未満のもの 

     １９，１００

円 

   ｃ ２，０００平

 

「 



方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ５６，４

００円 

   ｄ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ９０，

０００円 

   ｅ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの １１

３，０００円 

   ｆ ２５，０００

平方メートル以

上のもの １４

１，０００円      
 

を 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上１，

０００平方メー

トル未満のもの 

     １１，８００

円 

   ｃ １，０００平

方メートル以上

２，０００平方

メートル未満の

もの １９，１

００円 

   ｄ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ５６，４

００円 

   ｅ ５，０００平

方メートル以上

 

「 



１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ９０，

０００円 

   ｆ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの １１

３，０００円 

   ｇ ２５，０００

平方メートル以

上のもの １４

１，０００円      
 

に改め、同部７５の項中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に、「第３１条第

２項」を「第３６条第２項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に、 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上２，

０００平方メー

トル未満のもの 

     １０２，１０

０円 

   ｃ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの １６５，

１００円 

   ｄ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ２１６，

    ０００円 

   ｅ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの ２６

０，０００円 

   ｆ ２５，０００

 

」 

「 



平方メートル以

上のもの ３０

５，０００円 
 

を 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上１，

０００平方メー

トル未満のもの 

     ７７，６００

円 

   ｃ １，０００平

方メートル以上

２，０００平方

メートル未満の

もの １０２，

１００円 

   ｄ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの １６５，

１００円 

   ｅ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ２１６，

    ０００円 

   ｆ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの ２６

０，０００円 

   ｇ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ３０

５，０００円 

 

 

に、 

 

」 

「 

」 

「 



   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上２，

０００平方メー

トル未満のもの 

     ２５７，１０

０円 

   ｃ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ３６６，

７００円 

   ｄ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ４５３，

    ０００円 

   ｅ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの ５３

５，０００円 

   ｆ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ６１

０，０００円 

 

     
 

を 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上１，

０００平方メー

トル未満のもの 

     １９９，２０

０円 

   ｃ １，０００平

方メートル以上

２，０００平方

メートル未満の

もの ２５７，

１００円 

   ｄ ２，０００平

 

「 



方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ３６６，

７００円 

   ｅ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ４５３，

    ０００円 

   ｆ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの ５３

５，０００円 

   ｇ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ６１

０，０００円      
 

に改め、同部第７６の項中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に、「第２条第

３号」を「第２条第１項第３号」に、 

 

   

  (イ) ３００平方メー

トル以上２，００

０平方メートル未 

   満のもの ２７，

１００円 

  (ウ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの ８

０，４００円 

  (エ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの １

２８，０００円 

  (オ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

 

」 

「 



ートル未満のもの 

    １６１，０００

円 

  (カ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ２０１，０

００円      
 

を 

 

   

  (イ) ３００平方メー

トル以上１，００

０平方メートル未 

   満のもの １６，

７００円 

  (ウ) １，０００平方

メートル以上２，

０００平方メート

ル未満のもの ２

７，１００円 

  (エ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの ８

０，４００円 

  (オ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの １

２８，０００円 

  (カ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    １６１，０００

円 

  (キ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ２０１，０

００円 

 

     
 

に改め、同部７７の項中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に改め、「（一次 

エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をい 

」 

「 

」 



う。）」を削り、 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上２，

０００平方メー

トル未満のもの 

     １４５，７０

０円 

   ｃ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ２３５，

７００円 

   ｄ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ３０９，

    ０００円 

   ｅ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの ３７

１，０００円 

   ｆ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ４３

５，０００円 

 

 

を 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上１，

０００平方メー

トル未満のもの 

     １１０，７０

００円 

   ｃ １，０００平

方メートル以上

２，０００平方

メートル未満の

 

「 

」 

「 



もの １４５，

７００円 

   ｄ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ２３５，

７００円 

   ｅ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ３０９，

    ０００円 

   ｆ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの ３７

１，０００円 

   ｇ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ４３

５，０００円 
 

に改め、「（実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評

価する方法をいう。）」を削り、 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上２，

０００平方メー

トル未満のもの 

     ３６７，１０

０円 

   ｃ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ５２３，

７００円 

   ｄ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

 

「 



方メートル未満 

    のもの ６４６，

    ０００円 

   ｅ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

満のもの ７６

３，０００円 

   ｆ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ８７

１，０００円      
 

を 

 

   

   ｂ ３００平方メ

ートル以上１，

０００平方メー

トル未満のもの 

     ２８４，４０

００円 

   ｃ １，０００平

方メートル以上

２，０００平方

メートル未満の

もの ３６７，

１００円 

   ｄ ２，０００平

方メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの ５２３，

７００円 

   ｅ ５，０００平

方メートル以上

１０，０００平

方メートル未満 

    のもの ６４６，

    ０００円 

   ｆ １０，０００

平方メートル以

上２５，０００

平方メートル未

 

」 

「 



満のもの ７６

３，０００円 

   ｇ ２５，０００

平方メートル以

上のもの ８７

１，０００円      
 

に改め、同部７８の項中 

 

   

 ア ３００平方メート

ル以上２，０００平

方メートル未満のも

の １９，１００円 

 イ ２，０００平方メ

ートル以上５，００

０平方メートル未満

のもの ５６，４０

０円 

 ウ ５，０００平方メ

ートル以上１０，０

００平方メートル未 

  満のもの ９０，０

００円 

 エ １０，０００平方

メートル以上２５，

０００平方メートル 

  未満のもの １１３，

  ０００円 

 オ ２５，０００平方

メートル以上のもの 

   １４１，０００円 

 

 

を 

 

   

 ア ３００平方メート

ル以上１，０００平

方メートル未満のも

の １１，８００円 

 イ １，０００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの １９，１０

０円 

 

」 

「 

」 

「 



 ウ ２，０００平方メ

ートル以上５，００

０平方メートル未満

のもの ５６，４０

０円 

 エ ５，０００平方メ

ートル以上１０，０

００平方メートル未

満のもの ９０，０

００円 

 オ １０，０００平方

メートル以上２５，

０００平方メートル 

  未満のもの １１３，

  ０００円 

 カ ２５，０００平方

メートル以上のもの 

   １４１，０００円 
 

に、 

 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上２，００

０平方メートル未 

   満のもの １０２，

   １００円 

  (イ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの １

６５，１００円 

  (ウ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ２

１６，０００円 

  (エ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ２６０，０００

円 

  (オ) ２５，０００平

方メートル以上の

 

「 



もの ３０５，０

００円 
 

を 

 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上１，００

０平方メートル未 

   満のもの ７７， 

   ６００円 

  (イ) １，０００平方

メートル以上２，

０００平方メート

ル未満のもの １

０２，１００円 

  (ウ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの １

６５，１００円 

  (エ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ２

１６，０００円 

  (オ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ２６０，０００

円 

  (カ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ３０５，０

００円 

 

 

に、 

 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上２，００

０平方メートル未 

   満のもの ２５７，

   １００円 

 

」 

「 

」 

「 



  (イ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの ３

６６，７００円 

  (ウ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ４

５３，０００円 

  (エ) １０，０００平

方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ５３５，０００

円 

  (オ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ６１０，０

００円      
 

を 

 

   

  (ア) ３００平方メー

トル以上１，００

０平方メートル未 

   満のもの １９９，

２００円 

  (イ) １，０００平方

メートル以上２，

０００平方メート

ル未満のもの ２

５７，１００円 

  (ウ) ２，０００平方

メートル以上５，

０００平方メート

ル未満のもの ３

６６，７００円 

  (エ) ５，０００平方 

   メートル以上１０，

   ０００平方メート

ル未満のもの ４

５３，０００円 

  (オ) １０，０００平

 

「 



方メートル以上２

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

    ５３５，０００

円 

  (カ) ２５，０００平

方メートル以上の

もの ６１０，０

００円      
 

に改め、同部備考中「第２９条第３項各号」を「第３４条第３項各号」に改め、同部

中備考１１を備考１３とし、備考１０を備考１２とし、同部備考９中「建築物エネル

ギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認

定申請手数料（以下「向上計画認定申請手数料等」という。）」を「向上計画認定申 

請手数料等」に改め、同部中備考９を備考１１とし、備考１から備考８までを備考３ 

から備考１０までとし、同部に備考１及び備考２として次のように加える。 

  １ 省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費

性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエ

ネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー

消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能基準

に適合している旨の認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の

変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、それぞれこの表の

７０の項、７１の項、７７の項又は７８の項に掲げる標準入力法等による場合

とみなして算出した額とする。 

  ２ 省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費

性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエ

ネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第１０条第１号ただ

し書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と

認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の

促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合

における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネル 

」 



   ギー消費性能向上計画変更認定申請手数料（以下「向上計画認定申請手数料等」 

   という。）の額は、それぞれこの表の７３の項又は７５の項に掲げる標準入力

法等による場合とみなして算出した額とする。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


